
益子町

お気を付けください

栃木県栃木県

益子町への 補助事業

『若者定住促進住まいづくり奨励金』

一律　　　　　（加算額なし）

1.

対象

補助額

交付申請

『若者定住促進住まいづくり奨励金』

・令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの間に町内において

　住宅を取得（新築もしくは建売住宅を購入）した所有者。

・その住宅を取得した時点で、所有者が

２５万円

住宅取得日 より　　　　　に申請※

新築　　　　全部事項証明書の表題部「原因及びその日付」欄に記載されている新築年月日

建売住宅　　全部事項証明書の権利部（甲区）の「権利者その他の事項」欄に記載されている
　　　　　　当該住宅の取得に係る原因の年月日

※

※

１年以内

４０歳未満であること。

交付申請
次の書類を添付してください（各１部）

2. 町：交付決定

4. 町：奨励金の交付（お振り込み）

マシコット

詳しくは、町のホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせをお願いします。

担当課

益子町役場　総務部
企画課　地域づくり推進室

TEL.  　　　　　　　　　　FAX. 

e-mail：kikaku@ town.mashiko. lg. jp

https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page001554.html

0285-72-8828　　　0285-72-7601

【注意】
 ・条件によっては、その他必要となる書類が
　あります。ご確認ください。

①次のいずれかの書類

　ア．世帯員全員が記載されている住民票
　　　謄本（続柄の記載されたもの）及び
　　　納税証明書

　イ．住民票・町税納付状況確認承諾書

②住宅の全部事項証明書（登記簿謄本）
③住宅の平面図及び位置図
④自治会加入証明書

[必要書類 ]交付までの流れ

3. 交付請求 … 交付請求書

…　　　　　　のほか、
　必要書類の提出
交付申請書

奨励金の受領後、要件を

満たさなくなった場合、

奨励金を返還して

いただくことがあります。

?

お気を付けください

奨励金の受領後、要件を

満たさなくなった場合、

奨励金を返還して

いただくことがあります。

若者を応援します若者を応援しますましこで
暮らそう！


